
 

   

 

大井川流域委員会 規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、「大井川流域委員会」（以下「流域委員会」という。）と称する。 

（目的及び設置） 

第２条 流域委員会は、大井川水系河川整備計画（案）の策定にあたり、河川法第 16 条の

2 第 3 項に規定する趣旨に基づき、学識経験を有する者が河川に関する意見を述べ

ることを目的として、国土交通省中部地方整備局長 （以下「局長」という。）が設

置する。 

（組織等） 

第３条 流域委員会の委員は局長が委嘱し、別紙のとおりとする。 

   ２．委員の任期は平成 24 年 8 月 18 日までとし、再任は妨げない。 

   ３．必要に応じて臨時に委員以外の学識経験を有する者を招聘することができる。 

     なお、臨時委員の任期は、委員の任期に準じて平成 24 年 8 月 18 日までとする。 

４．流域委員会は、必要に応じて専門的な知識を有するものを招請し、意見等を聴

くことができる。 

（情報公開） 

第４条 流域委員会は原則公開とし、委員会資料及び議事録については公表する。 

（会 議） 

第５条  流域委員会には委員長、副委員長を置くこととし、委員長、副委員長は別紙の

とおりとする。 

   ２．委員長は流域委員会の議事を進行する。 

   ３．委員長に事故があるときは、副委員長が代行する。 

（事務局） 

 第６条 流域委員会の事務局は、国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所が行う。 

（規約の改正） 

 第７条 本規約の改正は、流域委員会委員総数の過半数の同意をもってこれを行う。 

（雑 則） 

第８条 本規約に定めるもののほか、流域委員会の運営に関し必要な事項は、委員の意

見を聴いて委員会が定める。 

付則 

（施行期日）  この規約は、平成 20 年 9 月 30 日から施行する。 

        第１回規約変更 平成 21 年 10 月 22 日(第３条４追加) 

        第２回規約変更 平成 23 年 3 月 15 日(第３条２、３の任期を修正) 



 

   

 

別 紙 

 

大井川流域委員会 委員名簿 
 

役 職 氏  名 所   属   等 専 門 等 

委員長 大坪
お お つ ぼ

 檀
まゆみ

   静岡産業大学 学長 地域経営 

副委員長 土屋
つ ち や

 智
さとし

 静岡大学 農学部 教授 防災 

委 員 板井
い た い

 隆
た か

彦
ひ こ

 静岡淡水魚研究会 会長 魚類（生物）

委 員 杉山
す ぎ や ま

 惠一
けいいち

  静岡大学 名誉教授 植物・教育 

委 員 高橋
た か は し

 裕
ゆたか

     東京大学 名誉教授 河川 

委 員 田中
た な か

 博通
ひろみち

 東海大学 海洋学部 教授 河川・海岸 

委 員 藤田
ふ じ た

 譲司
じょうじ

    静岡県土地改良事業団体連合会 専務理事 農業水利 

委 員 湯浅
ゆ あ さ

 保雄
や す お

 静岡植物研究会 会長   植物 

（敬称略 五十音順） 


